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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
電子基板に搭載される被検体を透過した透過Ｘ線像を用いて被検体の断層画像を生成する
Ｘ線ＣＴ検査装置であって、
前記被検体にＸ線を照射する手段と、
前記被検体を透過したＸ線を計測する手段と、
前記Ｘ線計測手段により計測したＸ線データを用いて前記被検体の断層画像の画像再構成
を行う手段と、
前記電子基板上の被検体の表面形状データを計測する手段と、
前記電子基板内の異なる２領域以上の表面形状データから、前記断層画像の基準面となる
基板近似平面を決定する手段と、
を備え、
前記決定した基板近似平面を基準に、前記画像再構成手段により画像化する領域を決定す
ることを特徴とするＸ線ＣＴ検査装置。
【請求項２】
前記画像再構成手段により画像化する領域は、前記基準平面を１底面として構成して、前
記被検体を包含する画像再構成領域を直方体とすることを特徴とする請求項１に記載のＸ
線ＣＴ検査装置。
【請求項３】
前記近似平面を決定する手段は、前記電子基板上の表面形状データを用いて近似平面を決
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定することを特徴とする請求項１に記載のＸ線ＣＴ検査装置。
【請求項４】
前記近似平面を決定する手段は、前記電子基板上の異なる位置の３領域から近似平面を決
定することを特徴とする請求項１に記載のＸ線ＣＴ検査装置。
【請求項５】
前記表面形状データを計測する手段は、三角測量法によって計測することを特徴とする請
求項１に記載のＸ線ＣＴ検査装置。
【請求項６】
電子基板に搭載される被検体を透過した透過Ｘ線像を用いて被検体の断層画像を生成する
Ｘ線ＣＴ検査方法であって、
前記被検体にＸ線を照射し、
前記被検体を透過したＸ線を計測し、
前記透過したＸ線を計測して得られるＸ線データを用いて前記被検体の断層画像の画像再
構成を行うとともに、
前記電子基板上の被検体の表面形状データを計測し、
前記電子基板内の異なる２領域以上の表面形状データから、前記断層画像の基準面となる
基板近似平面を決定し、
前記決定した基板近似平面を基準に、前記画像再構成を行って画像化する領域を決定する
ことを特徴とするＸ線ＣＴ検査方法。
【請求項７】
前記画像再構成を行って画像化する領域は、前記基準平面を１底面として構成して、前記
被検体を包含する画像再構成領域を直方体とすることを特徴とする請求項６に記載のＸ線
ＣＴ検査方法。                                                               
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、Ｘ線ＣＴ（Ｃｏｍｐｕｔｅｄ　Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ）検査装置及びＸ線Ｃ
Ｔ検査方法に関するものであり、特にＸ線投影データから画像再構成処理により断層像を
得る画像再構成処理に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　実装基板の製造ラインでは、ＣＣＤカメラやレーザーセンシングにより電子基板の画像
や表面データを計測し、その計測した画像データから、プリント基板上の電子部品やはん
だの状態を認識し、その良否を判定する外観検査装置が一般的に用いられ、製品の品質保
証などに用いられている。しかし近年実装されているＢＧＡ（Ｂａｌｌ Ｇｒｉｄ Ａｒｒ
ａｙ）やＣＳＰ（Ｃｈｉｐ Ｓｉｚｅ Ｐａｃｋａｇｅ）等の電子部品は、はんだと基板の
接合部が部品パッケージの下部に設けられているため、ＣＣＤカメラやレーザーを用いた
外観検査装置では、そのはんだ接合状態を計測することができず、品質保証が困難となっ
ている。
【０００３】
　これに対し、部品下部に隠れた半田の接合状態を検するため、Ｘ線検査装置の適用が検
討されている。Ｘ線検査装置は、大きく透過型とＣＴ型の２つの方式がある。一般に、透
過装置は、リアルタイム撮影が可能で操作も容易であるなどの特徴をもつが、その反面、
基板の表裏に部品が存在する場合その分離が行えない等の一般的な欠点を有する。一方Ｃ
Ｔ装置は、多大な撮像時間や画像再構成時間を要する欠点を有するが、断層像を得られる
ことから正確な検査を行うことが可能であるといった特徴をもつ。
【０００４】
　ＣＴ型においては、高速な撮像・画像化を可能とするラミノグラフィ方式などが開発さ
れている。ラミノグラフィ方式では、断層面の位置を予め決定し、その断面のみの断層像
を得るが、撮像対象となる電子基板においては、諸要因から基板歪が含まれているため、
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予め断層面を固定的に設定した場合、基板の歪量だけ撮像位置がずれてしまい、検査で必
要な部位の断層像を得ることができない。本問題を解決する方法として、予め撮影対象と
なる基板の形状データ（高さデータ）を計測し、このデータから、被検体の位置と高さを
決定し、断層像を撮像する方法が特許文献１に示されている。
【特許文献１】特開２００３－２４０７３６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、前記従来の構成では、予め計測したデータから、被検体の高さ座標（Ｚ
値）と平面座用（Ｘ，Ｙ）を決定し、これをもとに撮像する断層位置を決定するために、
被検体が高さ方向に平行移動している場合には、目的とする断層像が得られるが、被検体
に傾きが発生していたる場合、撮像した断層像においては撮影目的とする被検体の全部位
が含まれないという課題を有している。例えば、ＢＧＡ部品のはんだボールと基板面の接
合位置を撮像したいとする場合、スライス分解能以上にＢＧＡ部品に傾きがある場合、す
べてのボール接合面が１つの断層像に含まれなくなる。一般に実装基板は歪を有しており
、傾きを有している。このため目的とする断層像を容易に得ることができない。
【０００６】
　また、本発明が目的の対象とするＸ線ＣＴ装置においては、上記従来の構成を適用した
場合、目的とする画像再構成領域を、基板の傾き（図６－６００）の最大値を考慮し、そ
の全空間（図６－６２０）に対する画像再構成を行う必要があるため、本来必要な空間（
図６―６１０）に対して不必要な領域の画像再構成処理が必要とる、このため膨大な計算
量が発生する画像再構処理において、最適な演算を行う場合に比べ、余分な時間と資源を
費やさなければならないという課題を有している。
【０００７】
　本発明では、前記従来の課題を解決するもので、Ｘ線ＣＴ検査装置の画像再構成処理に
おいて、被検体の傾きがある場合にも、最小限の画像再構成領域を設けることができ、画
像再構成時間の短縮化を図ることを目的とする。また、画像マトリクスに対して、被検体
を平行に配置することで、その後の各種画像処理時間の高速化を図ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記従来の課題を解決するために、本発明のＸ線ＣＴ検査装置は、電子基板に搭載され
る被検体を透過した透過Ｘ線像を用いて被検体の断層画像を生成するＸ線ＣＴ検査装置で
あって、前記被検体にＸ線を照射する手段と、前記被検体を透過したＸ線を計測する手段
と、前記Ｘ線計測手段により計測したＸ線データを用いて前記被検体の断層画像の画像再
構成を行う手段と、前記電子基板上の被検体の表面形状データを計測する手段と、
前記電子基板内の異なる２領域以上の表面形状データから、前記断層画像の基準面となる
基板近似平面を決定する手段と、を備え、前記決定した基板近似平面を基準に、前記画像
再構成手段により画像化する領域を決定することを特徴としたものである。
【０００９】
　また、本発明のＸ線ＣＴ検査方法は、電子基板に搭載される被検体を透過した透過Ｘ線
像を用いて被検体の断層画像を生成するＸ線ＣＴ検査方法であって、前記被検体にＸ線を
照射し、前記被検体を透過したＸ線を計測し、前記透過したＸ線を計測して得られるＸ線
データを用いて前記被検体の断層画像の画像再構成を行うとともに、前記電子基板上の被
検体の表面形状データを計測し、前記電子基板内の異なる２領域以上の表面形状データか
ら、前記断層画像の基準面となる基板近似平面を決定し、前記決定した基板近似平面を基
準に、前記画像再構成を行って画像化する領域を決定することを特徴としたものである。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明のＸ線ＣＴ検査装置及びＸ線ＣＴ検査方法によれば、Ｘ線ＣＴ装置の画像再構成
処理において、基板の傾きがある場合にも、必要最小限の画像再構成領域を設定するのみ
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で、画像再構成の際のデータ計算量を削減するとともに、目的とする領域の画像を的確に
、かつ高速に得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下に、本発明のＸ線ＣＴ検査装置及びＸ線ＣＴ検査方法の実施の形態を図面とともに
詳細に説明する。
【実施例１】
【００１２】
　まず図１において、本発明を実施するシステムブロック図の一例を示す。
【００１３】
　本発明のＸ線ＣＴ検査装置は、基板補正マークや基板の高さを予め計測する外観データ
計測システムとコーンビームＸ線ＣＴシステムが１つのシステムとして有するＸ線ＣＴ検
査装置のブロック図の一例である。
【００１４】
　Ｘ線ＣＴ検査装置は、（１）外観データ計測やＸ線データ計測において用いる予め登録
されている検査データを読み込む検査データ入力部１１０、（２）被検体１２９に対しレ
ーザーユニット１２２によりレーザーを出力し、その反射光を計測するレーザー反射光受
光センサ１２３からなる外観データ計測部１２１と、コーンビームＸ線ＣＴの画像再構成
原理に基づいて、コーンビームＸ線を照射するＸ線源１２６と、被検体１２９を透過した
Ｘ線を計測するセンサ１２７からなるＸ線データ計測部１２５を有する計測部１２０、（
３）外観データ計測部１２１に対してレーザー出力制御・位置制御・非検査対象の位置制
御・タイミング制御等を行う外観データ計測制御部１３１と、Ｘ線出力制御・コーンビー
ムＣＴデータを計測するための各種位置制御・タイミング制御等を行うＸ線データ計測制
御部１３２、を有する計測制御部１３０、（４）検査データ入力部１１０によって読み込
まれた検査データを記憶する検査データ記憶部１４１、外観データ計測部１２１によって
計測した計測データを記憶する外観計測データ記憶部１４２、外観計測データ記憶部１４
２にあるデータを用いて生成された外観画像データを記憶する外観画像記憶部１４３、Ｘ
線データ計測部１２５において計測した投影データを記憶するＸ線計測データ記憶部１４
４、Ｘ線計測データ記憶部１４４にある投影データから画像再構成処理により生成したＣ
Ｔ画像データを記憶するＸ線ＣＴ画像記憶部１４５、外観画像記憶部１４３にある画像を
用いて、被検体位置付近において決定した基板近似平面の情報を記憶しておく基板近似平
面情報記憶部１４６、を有するデータ記憶部１４０、（５）外観データ記憶部１４２に記
憶された外観計測データから、表面形状画像や各種画像を生成する外観画像生成部１５１
、Ｘ線計測データ記憶部１４４に記憶されたＸ線投影データから、画像再構成処理により
ＣＴ画像を生成するＸ線ＣＴ画像生成部１５２、外観画像記憶部１４３に記憶された外観
画像から、検査データにおいて被検体にリンク付けされたグランド情報に基づき、基板近
似平面を決定する基板近似平面生成部１５３、を有するデータ演算部１５０、（６）シス
テム全体の動作を制御するシステム制御部１６０、（７）各種データの入出力や、計測デ
ータ画像データ等を表示する表示部１７０から成る。
【００１５】
　次に図２に、本発明を電子基板製造ラインにおいて、電子基板のリフロー後の検査工程
に適用した際の処理フローの一例を示す。
【００１６】
　まず検査データを読み込むステップ２１０においては、（１）基板の基準点の位置を決
定するために、基準マークとなる対象（基準マーク）の位置（ＸＹ座標）と、この基準マ
ークを検索する検索領域サイズと、基準マークを認識する手段を含むデータが登録された
基準マーク情報と、（２）検査を行う部品（被検体）の周辺に、基板面の高さを計測する
位置（ＸＹ座標）と、計測領域サイズを含むグランド情報と、（３）被検体の位置（ＸＹ
座標）と、被検体の形体サイズと、被検体の実装状態の良否を計測した画像データから判
定する検査データと、被検体が搭載されて基板面の高さを決定するためのグランド情報を
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リンク付けするデータを含んだ部品情報、などを有する検査データを読み込む。
【００１７】
　次に、前処理ステップ２２０において、検査装置に搬入され基板と検査データの相対位
置関係を合わせるために、検査データに登録されている部品情報の位置データの補正処理
を行う。
【００１８】
　詳細には、基準マーク領域データ計測ステップ２２１において、搬入された基板に対し
て、検査データに登録されている基準マーク情報における位置情報と検索領域情報に基づ
いて画像データを計測する。次に基準マーク位置決定ステップ２２２において、計測した
画像データにおいて、検索領域内の画像データに対して、検査データに登録されている基
準マーク認識アルゴリズムを実行し、基準マークの認識処理を行い、基準マークの位置座
標を決定する。次に検査データ位置補正ステップ２２３において、ステップ２２２におい
て決定した基準マーク位置に基づいて補正量を決定し、その補正量に基づいて、読み込ん
だ検査データに登録されている全部品情報と全グランド情報中の位置座標に対して、アフ
ィン変換処理を行い位置補正処理を行う。この際、補正マーク情報が１点の場合平行移動
を行い、２点の場合、平行・回転移動と拡大縮小処理を行う。
【００１９】
　次に、基板近似平面決定ステップ２３０において、ステップ２２０において補正された
検査対象部品各々に対して基板近似平面を決定する。本処理において決定する近似平面を
Ｘ線ＣＴにおける画像再構成領域の位置決定基準として用いる。基板近似平面を決定する
詳細は、表面形状データ計測ステップ２３１において、検査データに登録されている検査
部品情報にリンク付けされたグランド情報に基づいて、ステップ２２３で補正されたグラ
ンドＸＹ座標において高さデータを計測する。次に、グランド高さ決定ステップ２３２に
おいて、計測した高さデータとＸＹ座標から、基板近似平面を決定する。部品にリンク付
けされているグランド情報に基づいて基板近似平面を決定する。例えばグランドリンク付
け情報が３点の場合、その３点を通る平面を基板近似平面として決定する。本詳細は別途
詳細に説明する。
【００２０】
　次に、Ｘ線ＣＴ装置画像計測ステップ２４０において、Ｘ線ＣＴによるデータ計測を行
い、必要最低限の画像再構成エリアにおいて画像を生成し、その画像に対して各種検査を
実行する。その詳細は、まず画像再構成マトリクス座標決定ステップ２４１において、基
板近似平面と平行な面に、画像再構成マトリクスのＸＹ成分を配置し、３次元ボリューム
データを再構成する場合、基板平面と垂直方向に画像再構成マトリクスのＺ成分を配置し
たマトリクス座標を設定する。画像マトリクスにおける１つのボクセルは、予め設定され
た画素分解能にしたがってサイズが決定され、ＸＹＺサイズは、検査データに登録されて
いる画像分解能サイズを設定する。
【００２１】
　次にＸ線ＣＴデータ計測ステップ２４２において、被検体に対してコーンビームＣＴの
撮像原理により、被検体の投影データを多方向から計測する。
【００２２】
　最後に、画像再構成ステップ２４３において、ステップ２４１において決定した画像再
構成マトリクスに対して、画像再構成処理を行いＸ線ＣＴ画像データを生成する。
【００２３】
　図３において、図１における各種外観データを計測するためのセンサの一実施例を示す
。本センサは、三角測量の原理に基づいて被検体の表面形状データおよび輝度データを計
測する一例である。本装置は、レーザーユニット３１０からレーザー光３２０を被検体３
３０に照射し、被検体３３０からの反射光をＰＳＤ（Position Sensitive Detector）セ
ンサ（３４０）で受光する。三角測量の原理から、レーザーの照射座標、被検体上の計測
座標（サンプリング座標）、センサにおける信号受信座標により、サンプリング点におけ
る高さが決定される。例えば、被検体３３０が存在する場合、レーザー光３２０はポイン
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ト３５０で反射し、集光レンズ３７０を通り、その反射光３５１はＰＳＤ３４０における
ポイント３５２へ到達する。これに対し、被検体３３０が存在しない場合、照射されたレ
ーザー光３２０はポイント３６０で反射し、その反射光３６１は集光レンズ３７０を通り
、ＰＳＤ３４０におけるポイント３６２へ到達する。
【００２４】
　このように、サンプリング座標における高さ（Ｚ)の違いにより、ＰＳＤセンサが受光
する位置が異なる。ＰＳＤは受光位置に応じた２つの信号を出力するセンサであり、この
２つの信号を(式１)に基づいて計算することによりサンプリング座標における高さを決定
することができる。また図３においては、簡略化のため投光光学系および受光光学系の記
載を省略しているが、これらが組み込まれた場合においても、計測原理は同様である。
【００２５】
　本センサにおいて、任意領域の表面形状データを計測するためには、本制御系を固定し
たまま被検体をＸＹ平面内で平行移動させて信号計測を繰り返し行うか、あるいは被検体
を固定しサンプリング座標点を平行移動させることによって、２次元領域における表面形
状データを計測することが可能となる。このとき計測した表面形状データは、２次元マト
リクスに格納され、その画素値が、各サンプリング点における高さを表す。以下高さ画像
と記述する。
【００２６】
　また本装置において、ＰＳＤセンサの２つの出力端子から出力される２つの信号データ
Ｉａ（ｘ，ｙ）とＩｂ（ｘ，ｙ）を足し合わせることにより、受光光量を反映した輝度デ
ータを生成することができる（輝度画像）。これを（式２）に示す。本輝度画像は、ステ
ップ１２０の基準マーク位置座標認識処理などに適用する。
【００２７】
　Ｈ(ｘ、ｙ)＝Ｉａ（ｘ、ｙ）／（Ｉａ（ｘ、ｙ）＋Ｉｂ（ｘ、ｙ））・・・（式１）
　但し、Ｈ（ｘ、ｙ）は、任意座標（ｘ、ｙ）における表面形状データ
　　　　Ｉａ（ｘ、ｙ）は、任意座標（ｘ、ｙ）におけるＰＳＤの出力信号値１
　　　　Ｉｂ（ｘ、ｙ）は、任意座標（ｘ、ｙ）におけるＰＳＤの出力信号値２

　Ｂ（ｘ、ｙ）＝Ｉａ（ｘ、ｙ）＋Ｉｂ（ｘ、ｙ）・・・(式２)
　但し、Ｂ（ｘ、ｙ）は、検査面座標（ｘ、ｙ）における輝度値
　　　　Ｉａ（ｘ、ｙ）は、検査面座標（ｘ、ｙ）におけるＰＳＤの出力信号値１
　　　　Ｉｂ（ｘ、ｙ）は、検査面座標（ｘ、ｙ）におけるＰＳＤの出力信号値２

　なお、上記では、レーザー三角測量を用いた形状データ計測方法を示したが、その他形
状データ計測においては、レーザー変位計を用いたり、ＣＣＤカメラやＸ線によるステレ
オ計測により基板面の高さを計測してもよい。ステレオ法の場合、基板上面の回路パター
ンの位置を画像処理により求め、その回路パターンの高さを基板面高さとして決定しても
よい。
【００２８】
　図４、図５において、図３のセンサを用いて計測した外観画像から、被検体座標におけ
る基板近似平面を決定し、Ｘ線ＣＴにおいて画像再構成を行う再構成エリアを決定する一
例を示す。
【００２９】
　まず検査データにおいて図１ステップ２１０で示したが、検査データにおいては、検査
を行う部品（被検体）の周辺に基板面の高さを計測する位置（ＸＹ座標）と領域サイズを
含むグランド情報と、被検体の位置（ＸＹ座標）やサイズの形体データと、その部品の底
面高さを決定するためのグランド情報をリンク付けするデータを含む部品情報が含まれて
いる。
【００３０】
　基板近似平面を決定するため、被検体４００の高さを決定するためにリンク付けするグ
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ランド情報を被検体４００に対して３点（４１３，４１４，４１５）登録する。通常の場
合、基板高さを決定するためのグランド４１３、４１４、４１５は、レーザー反射光が安
定している回路パターン４１１、４１２上に設定する。各グランドにおける高さの決定は
、グランド領域内において、輝度画像の値が高い画素（グランド候補画素）を決定し、そ
のグランド候補画素における高さ画像の画素値の平均を求め、これをグランド候補座標重
心（Ｘ，Ｙ）における基板高さ（Ｚ）として決定する。そして決定したグランド４１３，
４１４，４１５の座標（Ｘ，Ｙ，Ｚ）から、この３点を通る平面を算出し、この平面を被
検体における基板近似平面４２０として決定する。３点を通る平面は、（式３）により平
面の法線ベクトルを決定し、(式４)の平面の方程式を用いて決定する。
【００３１】
　
　Ｖ＝（ｐ１－ｐ２）×（ｐ３－ｐ２）・・・（式３）
　但し、Ｖは、法線ベクトル、ｐ１は、座標（ｐｌｘ、ｐｌｙ、ｐｌｚ）、ｐ２は、座標
（ｐ２ｘ、ｐ２ｙ、ｐ２ｚ）、ｐ３は、座標（ｐ３ｘ、ｐ３ｙ、ｐ３ｚ）、×は、外積を
表す。

　Ａｘ＋Ｂｙ＋Ｃｚ＋ｄ＝０・・・（式４）

　そして（式４）にて決定した基板近似平面４２０を基準に、Ｘ線ＣＴにおいて画像再構
成を行う再構成マトリクス４３０の座標を決定する。具体的には、画像再構成マトリクス
４３０のＸＹ座標を、基板近似平面４２０と平行にし、Ｚ座標を基板近似平面の法線方向
に配置する。
【００３２】
　即ち、画像再構成して画像化する領域は、基準平面を１底面として構成して、検査する
電子基板上の被検体を包含する画像再構成領域を直方体とすることにより、必要最小限の
範囲で画像再構成を行うことができる。
【００３３】
　この画像再構成マトリクスに対して、コーンビームＣＴにおける画像再構成演算を行い
、ＣＴ画像を生成する。
【００３４】
　上記においては、被検体にリンク付けされるグランド情報のリンク付け数が３点の場合
を示したが、２点の場合も簡略的に行うことができる。２点の場合の基板近似平面決定の
一例を図５において示す。決定したグランド座標５１０（ｐ１）とグランド座標５２０（
ｐ２）において、ＸＹ平面にそれぞれ垂線をおろした交点５１１（ｐ１Ｓ）、あるいは５
２１（ｐ２ｓ）の１つを決定し、前記グランド座標５１０、５２０と決定した交点（５１
１あるいは５２１）の作る平面と垂直で、かつグランド座標（５１０、５２０）を結んだ
線分を通る平面を基板近似平面として決定する。近似平面の法線ベクトルを決定する式を
（式５）に示す。
【００３５】
　
　Ｖ＝（ｐ２－ｐ１）×（ｐｌｓ－ｐ１）×（ｐ２－ｐ１） ・・・（式５）
　但し、Ｖは法線ベクトル、ｐ１は、座標（ｐｌｘ、ｐｌｙ、ｐｌｚ）、ｐ２は、座標（
ｐ２ｘ、ｐ２ｙ、ｐ２ｚ）、ｐｌｓは、座標（ｐｌｘ、ｐｌｙ、０）、×は、外積を表す
。
【産業上の利用可能性】
【００３６】
　本発明にかかるＸ線ＣＴ検査装置は、画像再構成の計算範囲を必要最小限に設定するこ
とができることから、Ｘ線ＣＴ検査装置における再構成時間を高速化する用途において適
している。
【００３７】
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　また本発明にかかるＸ線ＣＴ検査装置は、基板近似平面を基準に画像再構成範囲を決定
することから、基板上に存在する被検体に対して、ユーザーが欲するとする領域のデータ
を的確に画像化することができることから、被検体の位置を意識することなく高精度な位
置決めを実現する機能として有用であり、操作性を容易にすることに適している。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明の実施例１におけるＸ線ＣＴ検査装置のブロック図
【図２】本発明の実施例１におけるＸ線ＣＴ検査装置の処理フロー図
【図３】本発明の実施例１におけるＸ線ＣＴ検査装置の外観データ計測部を模式的に説明
するための構成図
【図４】本発明の実施例１におけるＸ線ＣＴ検査装置の基板近似平面決定を説明するため
の概念図
【図５】本発明の実施例１におけるＸ線ＣＴ検査装置のグランド情報が２点の場合の基板
近似平面決定を説明するための概念図
【図６】従来のＸ線ＣＴ検査装置の画像撮影位置設定方法を説明するための概念図
【符号の説明】
【００３９】
　１２１　外観データ計測部
　１２２　レーザーユニット
　１２３　レーザー反射光受光センサ
　１２５　Ｘ線データ計測部
　１２６　Ｘ線源
　１２７　Ｘ線センサ
　１２９　被検体

【図１】 【図２】
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